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( ) (休業見込日数 未定 日)骨盤骨折

3次

【発生状況】

16階南側共用EPS（強電）にて、幹線ケーブル布設作業中に仮止めビニールテープを取り外すためラックの
桁に登り後ろ向きに墜落した。

墜落

33年4ヶ月

午前10:00分頃

（別紙１）

発生日時 2019年4月8日

電気工事工

月

51 歳 所属

幹線ケーブル敷設作業で電気工事工が墜落した



番号   大業基 ペ－ジ

１／１

 名  称

制  定 ２００２年　２月１８日  改 訂 第 3 回 

配布先 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

※関係請負人事業主は労働安全衛生規則第３５条及び、元方事業者による建設現場安全管理指針

に基づき以下の要領にて「送り出し教育（直前型）」を実施する。

１．目　的 事業者が行う教育の役割と責任分担を明確にし、新規入場者受入教育を効率的に

実施することにより、災害防止体制を強化すると共に生産性の向上をはかる。

２．適用範囲 関西支店管内、全ての関係請負人及び作業所（ＪＶサブを除く）

３．実施期日 平成14年4月1日より実施

◆　実施要領

１）実施フロー

「送り出し教育資料」の提供
①

・「送り出し教育」の

　指導・支援等

・安全衛生関係書類（GFS等）ﾁｪｯｸ

③ ②

④

「送り出し教育実施報告書」提出

作業開始

２）実施要領

① 作業所は、「送り出し教育資料」及び「送り出し教育実施報告書」を、個別工事

着工前打合せ時等に、取引業者（関係請負業者）に対し内容を説明し配布する。

　※個別工事着工前打合せには一次及び直接作業業者は必ず出席する。

② 原則として、作業員雇用会社事業主（教育者は店社安全担当者又は職長で代行可）は、

作業前日までに「送り出し教育」を実施し、必要有資格者等の指名・選任を行い、「送り

出し教育実施報告書」を作成して、新規入場者教育当日、作業所受入教育担当者に提出する。

③ 一次業者は二次以下の関係請負人に対し送り出し教育の主旨を周知する。（必要に応じ

支援も行う。）また、当該業者と事前に入場予定者を確認し、新規受入教育時までに作

業者名簿を整理しておく。

④ 新規入場者受入教育の元請担当者はは新規入場者に対し「送出し教育」の実施日時・場所・

教育内容等の実施状況について確認ヒヤリングを実施する。（新規入場者に対しランダムに実施）

送り出し教育

新規入場者
受入教育

事前打合せ

承認 立  案

 工 事 主 任

生産センタ－長

災防協会員

０２－S-０１

作業所 一次業者

 安全長等

 支 店 幹 部

2016年1月4日（支店名変更）

※「定時型送出し教育実施報告書」は、1事業者の責任で契約締結後速やかに統責者へ提出する。

 設 備 部 長

 施工担当部署長

工  事  長

分 類 「送り出し教育（直前型）」実施要領

実施

Ｓ

直接作業業者（二次以下）

 統括工事長

標 準 書

「送り出し教育」実施及
び必要有資格者の指
名・選任
「送り出し教育実施

報告書」作成

職長・安全衛生責任者立会



作業所

工事内容 工事 元請の工事担当者は

関係請負人

一次業者名 （　）次業者

二次業者名 （　）次業者

( ) 三次業者名 （　）次業者

( )
作業所の規則

作業所案内図 ・作業時間 ： ～ ：

・朝礼時間 ： 開始

・車両規制 通行規制 （ 有 ・ 無 ）

時間規制 （ 有 ・ 無 ）

場内駐車場 有りの場合の規則等

無しの場合の措置等

・その他近隣協定等で定められた事項

・安全ルール ・ 作業所方針  ：

・ 安全遵守事項：

・ その他

明確にする ※注意
新規に現場へ入場する際、送り出し教育（定時型・直前型共）を　　　　　　　　　　　受
けているか確認します。送り出し教育を受けていない作業員は、
本人の安全確保のため、作業できない事を原則とします。

工 事 名 称

・最寄駅からの順路
・作業所周辺の交通規制等

統括安全衛生責任者

交通機関（最寄駅）

Ｔ Ｅ Ｌ ：

Ｆ Ａ Ｘ ：

関西安　2016.01.04　改訂

別紙１

です所 在 地

 送 り 出 し 教 育（直前型） 資 料



作業所

統括安全衛生責任者
殿

事業者１次業者名

事業者（　次業者）責任者氏名

教育実施者氏名

下記の通り送出し教育を実施しましたので、報告致します。

実施日 令和 年 月 日

雇用会社名（　　　　）次

1 歳 12 歳

2 歳 13 歳

3 歳 14 歳

4 歳 15 歳

5 歳 16 歳

6 歳 17 歳

7 歳 18 歳

8 歳 19 歳

9 歳 20 歳

10 歳 21 歳

11 歳 22 歳

※「送出し教育」終了時に作業に必要な資格者の指名・選任を行い、「指名・選任」欄に略記する。

例：職長・安全衛生責任者…職、玉掛け技能講習…玉技、アーク溶接作業…ア、足場組立等作業主任者…足、等

※　上記一覧表の★欄へは、清水建設作業所経験年数を記入する事。（概ねの年数で結構です）

指名・選任 年令 氏　　　　　　名

別紙２

送 出 し 教 育（直前型） 実 施 報 告 書

統責者 元方管理者 担当者

年令指名・選任

E

Q

C

D

S

事業主から作業員への伝達事項（担当工事に対する基本方針等）

「

送
出
し
教
育

」
実
施
済
作
業
員
等

氏　　　　　　　名 ★（年） ★（年）

関西支店版　改訂：2019.04.15

令和　　年　　　月　　日



（工事長）
（工事主任） 一次業者名 （　　)次業者名

二次業者名 （　　)次業者名
三次業者名 （　　)次業者名

交通機関　（最寄駅） (　 )次業者名 （　　)次業者名

・作業時間 ： ～ ：
・朝礼時間 ： 開始
・車両規制 通行規制 （有　・　無）

時間規制 （有　・　無）
場内駐車場 （有　・　無） 有りの場合 駐車場規則

無しの場合 措置等

・その他近隣協定等で定められた事項

・安全ルール 作業所方針：

安全遵守事項：

その他：

・品質関連

・ｺｽﾄ関連

・工程関連

・安全衛生関連

・環境関連

統括安全衛生責任者
１次業者名
雇用事業者（　　次）責任者氏名
教育実施者氏名

雇用会社名（　　次）

・以下の新規入場作業員に対し「送り出し教育」を実施いたしました。 指名・選任した有資格者等（指名・選任者が記入）

1 5 9 正

2 6 10 副

3 7 11 正

4 8 12 副

※　上記一覧表の★印欄へは、各作業員の清水建設作業所での経験年数を記入して下さい。
（概ねの年数で結構です）

※送出し教育は、直前型・定時型の二種類とします。

事業主から作業員への伝達事項　（担当工事に対する基本方針等）

職長・安全衛生責任者

資　格　名氏　　　名資　格　名

T E L
F A X

殿

作　業　所　案　内　図

・最寄り駅からの順路

・作業所周辺の交通規制等

統責者

（　　　　　　　　）

作 業 主 任 者

送り出し教育（直前型）実施報告書 実施年月日　　　年　　　月　　　日

氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　名資　格　名

※新規に作業所へ入場する際、作業員が「送出し教育」を受けているか確認します。
「送出し教育」を受けていない作業員は、作業できません。

元方管理者 担当者

作業所 送り出し教育（直前型）　資　料　兼　実　施　報　告　書

工事内容 工事 元請の工事担当者は

別紙３

です所 在 地
工 事 名 称
統括安全衛生責任者

関西支店版　改訂：2019.04.15

★（年） ★（年） ★（年）

注意

氏　　　名

関係請負人

作業所の規則

明確にする

内は作業所に関する
「送出し教育」資料
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